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Ⅰ．はじめに　　

　日本では諸外国で類をみない超高齢化社会を迎えた

ことで、看護師の役割拡大への期待が高まっている。

　順天堂大学保健看護学部では、例年海外研修として

３年次学生を対象に欧州諸国を訪問し、諸外国の福

祉政策について広く学ぶ機会を得ている。2015 年は

フィンランド、スウェーデン、エストニアの３国を訪

問した（2016 年はスイス、イタリアを訪問）。

　本稿では独自の北欧型福祉政策をとるフィンランド

の保健医療福祉制度や看護事情について得た知見を元

に日本の現状と課題について、若干の文献を加え報告

する。

　フィンランドでの施設訪問先と研修概要を表１に示

した。

Ⅱ．フィンランドの歴史と福祉制度の特徴　　　

　フィンランドはスカンジナビア半島に位置し、隣国

のスウェーデンやノルウエーと共に北欧型福祉国家の

１つに数えられている。人口は 2010 年 12 月 31 日

現在、5,375,276 人、平均寿命は 80.1 歳であり、フィ

ンランドも日本より緩やかではあるが、着実に超高齢

化社会を迎えていると言われている1 ) 。

　フィンランド福祉国家は柴山によると社会福祉サー

ビス供給の対象を特定の障害や社会的疎外を負う社会
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的弱者のグループや個人に限定せず、むしろ社会的弱

者とはみなされない一般市民に対して、例えば育児、

教育や介護など市民生活全般についてきめ細かなサー

ビスを供給している。すなわち所得分配による社会保

障政策，労働政策および社会福祉の諸政策に加え，住

宅， 教育，消費者保護および環境といった諸分野をも

その領域に含み，一時的または継続的な支援，補助や

介護を必要とする全ての者を対象としているが2) 、そ

れらは女性労働男女平等を基盤とした国民の税収で支

えられていると言われている3 )。

Ⅱ．フィンランドの看護師教育制度

　フィンランドで看護師になるには、研究者や高度専

門職を養成する大学で４年間の過程を卒業することで

修士号が付与されるコースと、日本の専門学校に相当

する機関であるポリテックを卒業するコースの２つが

あり、普通高校卒業生が進学する大学が主に学問を教

える組織であるのに対し、職業高校の卒業生が進学す

るポリテックは実学を中心とした高等教育機関である。

ポリテックでは 3.5 年で看護師資格が得られるが（基

礎介護等の資格を持っていると２年半で資格が取れ

る）、さらに 0.5 年教育を加えることで保健看護師資

格が取れ、卒業時は看護の学士号が付与される。フィ

ンランドでは大学とポリテクニックのどちらかが優れ

ているということはなく、本人が何を学んだかを重視

するため、ポリテクニック卒業後に大学へ進学する学

生もいる。私達は LAUREA 大学 Hyvinkään キャン

パスを訪問しフィンランドの看護教育についてレク

チャーを受けた後、学生間の交流を図る機会を持った。

Hyvinkään キャンパスはポリテックの看護学士養成

コースであったため、以下はポリテックについて得た

知見を紹介する。

　看護師の資格をとるための授業料 3000 万 € は無料

であるが（国から支給）、教科書は実費。学内食堂も

国の補助があり１食１€ で利用できる。基礎教育は６

つのモジュールから構成されていて、終了後は、自分

の進みたい専門分野に特化して学習することができる。

外国語の単位は、フィンランド語、英語、スェーデン

語が必須。自分で履修科目や時間割を決めるシステム

のため、毎日通学する必要はない。また学内には、病

状等、場面が設定できる高度シュミレータシステムが

導入されてあり、室内で学生同士が救急患者に対応し

ている様子を、実施していない学生や教員が別室でモ

ニタリングを行う授業がおり、卒業までに 21 回の異

なったシュミレーションシステムのコースを受ける必

要がある。訪問した当日は、アメリカの医師チームが

シュミレーションシステムを使用した研修（街で倒れ

た人のアセスメントをし、救急搬送するまでの過程を

演じるプログラム）を行っていた。

　看護実習は１領域５週間。３週間目に中間評価をし、

自分の目標と学校が指定している目標の双方から評価

し、修正していく。評価は学生本人、教員、実習指導

者の３者で行う。フィンランドは、看護の即戦力とな

る人材育成を想定しているため、日本のようにグルー

プでの実習は行わず、一人で実習に行くこともある。

実習内容は、指導を受けながら臨床看護師と同じよう

な業務を行うことから、受け持ちの患者がいないため

看護記録はなく、学んだことや次の実習での目標をレ

ポートとして提出する方法を取っている。

　フィンランドの看護師志願者の特徴は、看護師とい

う職業に憧れ入学してくる人は非常に少なく、また親

や親戚が看護師であるという学生も少数であり、圧倒

的に多いのは職業意識という。男女平等、生涯共働き

が当たり前のフィンランド社会にとって、看護の資格

をとれば絶対に仕事があるため希望する学生が大多数

を占めるという。また卒業単位の中には表現法（患者

役とナース役など）の授業で取得した単位が認められ

ること、自分で取得したい科目を選択していく過程や、

シュミレーションシステムを用いた授業を体験してい

くことで、どのような緊急急変時であっても最終的に
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判断するのは自分自身という環境や状況に慣れること

を目的とした教育が行われていた（図 1）。

Ⅲ．フィンランドの医療と看護師事情

１）フィンランドの看護師事情

　フィンランドでは、大学の卒業証書が看護師免許と

なり、市のホームページに名前と免許の種類が登録さ

れる。そのため、市から派遣されケアを担当している

訪問介護士や看護師の資格を市民がいつでも確認でき

るシステムとなっている。基本的に看護師の社会的

地位は高いが（教師と同程度の高さとのこと）、世界

トップレベルの教育と福祉社会を支えるために税金が

高く、また物価も高いため、職務内容を考えると給料

が安いと感じているとのこと。看護師より他の技術者

系職業の方が給料は高いことから、男性看護師は少な

い。またフィンランドの看護師は実践能力が高く、フィ

ンランド語、英語、スェーデン語の３カ国語を学んで

いることから国外からの需要が高く、より収入の高い

スェーデン、ノルウエー、イギリス、中東等での就労

を希望し、そのまま結婚等で現地にとどまるケースも

多い。日本では、新人看護師の離職率の高さや看護師

資格をもちながらも働いていない潜在看護師の存在が

問題視されているが、フィンランドではせっかく国費

で看護師を養成しても国外に多数移住するため、慢性

的に看護師不足であることが問題とのことであった。

２）フィンランドの病院事情

　ヘルシンキ大学病院は国内に６箇所あるが、今回

私たちが訪問したヘルシンキ大学 HYVINKAA 病院

は、職員数約 1000 人で、医師 350 名、看護師 600 名、

その他の人々 50 名で運営されている。大学病院は人

口に対し市町村単位で設立されているため、ヘルシン

キ大学 HYVINKAA 病院は、市内（人口 18 万 7 千人）

とその周辺の４つの街を担当している。体調不良者は

まず市の診療所（無料）を受診後、大学病院への紹介

状をもらうが、重症患者優先のため診療所から紹介を

受け、大学病院で受診できるようになるまでには、少

なくともおよそ１週間は必要とされている。そのため

有料の個人の病院があり、急ぐ患者はそこで診察を受

ける。この時の医療費は、後日申請により１割バック

されるシステム。

　HYVINKAA 病院の病床数 260 床。１フロアーの

患者数 20 名前後に対し、日勤４～５名、準夜勤３名、

深夜勤２名の看護師で対応している。平均入院日数は

３～４日であるが、空きベッドがなく廊下にベッドを

置くこともあるほど多忙であるため、看護師増員を要

請しているが今のところ実現していないとのこと。罹

患する疾患で多いものは、１位心臓病、２位各種のが

ん、３位その他の循環器疾患、４位糖尿病となってい

る。フィンランドの人々が罹患する疾患も日本と同様、

生活習慣病関連が多いといえる。しかし慢性的な医療

費不足の問題から行政としては健康診査を推奨しては

いるものの、制度としての健康審査はないため、 健康

意識が非常に高い人のみ全額自己負担で健康診断をう

けるのが現状とのこと。

３）看護師の労働環境：ヘルシンキ大学病院の一例

　初任給は 2300€ ～ 2500€。その他に夜勤祝日手当

として給料の 25% が付与される。日本のようなボー

図１
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ナス制度はないが、５年働くと３％、10 年働くと８％

の昇給がある。労働時間は週 38 時間 15 分。３交代

勤務（7:00 ～ 15:00、14:00 ～ 22:00、21:30 ～ 7:30 分）。

１日に 30 分の食事休憩と 15 分のコーヒーブレイク

がある。フィンランドは１人当たりの年間コーヒー消

費量が世界一で、毎日４～５杯のコーヒーが飲まれて

いる。そのため「カフヴィタウコ」と呼ばれる法律で

保障されているコーヒーブレイクがあり、この間は勤

務時間とされ給料が支給されている。私達が訪問した

時はちょうど「カフヴィタウコ」の時間であったため、

院内の１階カフェで白衣を身に付けた医療従事者が来

院した外来患者と混じり、コーヒーを楽しんでいる姿

が印象的であった。

　定年は基本的に 65 歳だが、これまでに働いてきた

総時間数で決まる（１勤務あたりの時間が長い夜勤専

門で働けば、定年を早く迎えられる）。有給休暇は初

年度 28 日、５年勤務で 30 日、10 年勤務で 38 日も

らえるが、次年度に繰越は不可。有給休暇以外には自

分の病気欠席３日、子供の病気欠席で３日とることが

できる。日本のように院内保育所はないので病気の子

供は、要請すれば市から自宅に看護師が派遣される。

産前は１か月、産後 11 か月は有給。無給ではあるが、

子供が３歳までは休暇が認められている。

　患者の治療やケアは、医師、看護師、基本介護士（２

年間で資格がとれる）でチームを組み仕事をしている

が ( 図２）、近年薬剤師が病棟に入るようになり、業

務量が減ったことは喜ばしいと感じている。記録はす

べて電子カルテで、看護記録は国際的なものではない

が、「ラウノス」を用いている。これは国内に６か所

あるヘルシンキ大学で統一使用している。看護師の行

う注射や薬剤の投与等は院内テストを実施し、合格者

のみが行えるが、この資格は５年ごとに更新が必要と

なる。またフィンランドでは 300 種類以上の肩書が

あり、看護師はほとんどが専門的スキルを持っている

とのこと。

　基本的にフィンランドの看護師の労働環境は日本と

あまり変わらない印象をうけたが、その中で３交代勤

務が主流であること、食事のための休憩時間が短いこ

とは特徴的といえる。フィンランドの看護師が３交代

勤務である理由は、EU 労働時間指令において次の勤

務までの間隔は 11 時間以上、勤務時間の上限は 13

時間以下としていることに起因しているとのことで

あった。日本では 2006 年ごろより従来の３交代勤務

から２交代勤務へとシフトする施設が増えつつあった

が、日本看護協会は、２交代勤務時の夜勤時間の長さ

（16 時間夜勤の常在化）と３交代勤務で起こりやすい

業務超過時に関わる疲労感や次の勤務までの勤務時間

間隔の不足という双方の問題に対し、厚生労働省に是

正を求める提言を行っている5 ) ~7 ）。看護師の労働環境

改善につながることを期待するばかりである。

Ⅳ．フィンランドの子育て支援とスクールナー

　　スの活動

１）妊娠出産の現状

　HYVINKAA 病院では分娩室の見学とフィンラン

ド女性の妊娠出産の現状についてもレクチャーを受け

た。第１子の平均出産年齢は約 29 歳。平均出産人数

は約 1.7 人。国内には避妊を禁止している宗教も存在

するため、生涯の子どもの数が 10 人に及ぶ場合もあ

る一方で、不妊治療を受ける女性が増えていているこ

図２
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とから、フィンランドでも少子化問題を抱えている事

がわかった。出産に伴う費用は 2000€（大部分を国

が支援しているので実際の自己負担は 50€）。入院期

間は正常分娩で 2 日間であるが、出産年齢の高齢化

や妊婦自身の陣痛への恐怖から帝王切開が増えてきて

いる（全出産の 20%）。同じ理由で、無痛分娩の割合

も増加しているが、いずれの選択も妊婦自身の希望が

優先されている。

　フィンランドの子育て支援は、すべての自治体にあ

る出産育児相談所のネウボラが担当している。ネウボ

ラとは妊娠から出産、子どもが生まれた後も基本的に

は 6 歳まで切れ目なくサポートを提供する総合的な

施設サービスのことで（実際の対象年齢は 20 歳以下）、

在籍する保健師や助産師はネウボラで支援をするため

の特別な教育も受けている。日本の子育て支援は各自

治体に任されているため、独自性は出しやすい一方で

サービス内容に地域差が生じていることは否めない。

２）フィンランドの生徒教育とスクールナースの役割

　ヘルシンキから 40 ㎞ほど離れたところにある

Vihti 市 NUMMELAN HARJUN KOULU を 訪 問 し

た。この学校は日本でいう小中学校にあたる９年制の

基礎教育クラスと、成績優秀者が希望で進学した高校

過程があり（大学進学を目的とする生徒の教育課程で

あり、それ以外の生徒は職業高校へ進学する）、校内

には小中学校の生徒を担当するスクールナースと高校

生を担当するスクールナースの２名が常駐していた。

小中学校のスクールナースは、同校の他に周辺５つの

小中学校も担当しているため、週１回程度各校へ出向

することになっている。

　フィンランドでは 2009 年に学童の健康に関する法

律が整備され、その一貫として 国で決められた健康

調査アンケート（生活状況調査：友好関係、家族、い

じめ、睡眠状況、運動習慣、食生活、余暇の使い方など）

が毎年一斉におこなわれ、提出された回答にそって面

談を行うことが義務付けられている。小中学校の面談

は通常、授業時間中に 15 分程度、個人を呼び出して

行うが、５・８年生については、生徒一人に対して親、

学校医、スクールナースの同席のもとディスカッショ

ンを中心に身体測定や予防注射も含め、１～ 1.5 時間

程度行われる。その他にも、授業中のけがや腹痛等で

生徒がオフィスを訪れた時の対応、生徒の心身の健康

を管理していくためのネットワークやチームワーク作

りの中心となり、校内の教員や親、カウンセラー、学

校精神科医（常駐はしていない）、ソーシャルワーカー、

市の職員との連携を行う役割をもっている。月１回ス

クールナースが集まり、他校との情報交換や意見交換

も行っている。 

　高校に在籍するスクールナースの役割は、まず入学

直後の生徒の健康調査で介入が必要な生徒の優先度を

決め、対象となった生徒と１時間の面談を行うことで

ある。大学進学を目的とした生徒達の健康問題の多く

は、寝不足とタイトなカリキュラムによるストレスが

主体となるとのこと。私達が訪問した時はちょうどテ

スト週間で、生徒達は１教科６時間のテストを昼食時

間も教室からの退出不可というハードな状況下で試験

に臨むことが求められていた。

　またいじめ対防止対策として、同校にはボランティ

アの教師、スクールナース、カウンセラー等で構成さ

れている「楽しい学校」チームがあり、常に学校でい

じめがおこっていないか注意深く見守る活動にも積極

的に関わっているが、高校生になると先に示したよう

にタイトなカリキュラム下での勉強を求められるため、

生徒は勉強以外に余裕がなく、結果的にいじめはほと

んどないと認識しているそうだ。

　日本の養護教諭は生徒の健康教育に参加するにあた

り、「性教育」、「生活習慣に関すること」、「喫煙防止

教育」、「薬物乱用防止教育」の順に難しいと感じてい

ること、保健室を空けることができないこと、教材研

究の時間がない等という現状があり、積極的に健康教
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育に関わることができていない環境にあると言われて

いる8 ）。フィンランドのスクールナースは看護師の資

格をもっていることが大前提であるが、わが国の養護

教員の大部分は教育学部の卒業であり、看護師資格を

もつ養護教員はそれほど多くない。今後は、学校の教

育現場においても看護師が積極的に活躍しくことが望

まれる。

Ⅴ．フィンランドの高齢者施設と看護・介護事情

１）フィンランドの家族制度と住宅事情

　フィンランドでは、子供はある程度成長すると住み

慣れた自宅を後にし、自活するようになる。また親世

帯も老後は自由に過ごすことを望むことから子供との

同居は望まず、核家族が基本とされている。そのため

家族形態や子供の人数にあわせて大きな家から小さな

家へと住み替えていく。日本では住み替えによって資

産価値が下がるため、一度家を手に入れると終生住み

続けるとことが多いが、フィンランドでは家屋が古く

なっても不動産価格が暴落することはないため、住み

替えが可能となる。周辺諸国では、子供が老親の面倒

をみないことで罰せられる法律を持つ国もあると聞く

が、フィンランドはそのような制度や法律はない。ま

た基本、在宅での介護を勧めているが、ヘルパー６回

以上 / 日の派遣が必要であれば、施設入居の方が料

金は安くなるので、市も施設への入居を勧めている。

一方老親の面倒をみる子供たちは、市から奨励金が支

給される上、介護疲れしないようにと１年間にまと

まった介護休暇がもらえるシステムになっている（老

親はその間ショートステイを利用）。それでも日本の

ように同居するのではなく、せいぜいスープのさめな

い距離に住み、たまに様子を伺に行く程度とのこと。

２）フィンランドンの高齢者施設事情

　高齢者施設 KAALIKESKUS を訪問した。この施

設の入居者は 120 名で年齢は 50 歳代～ 100 歳。健

康状態は様々であり、全て自立した人から日常生活す

べてにおいて要介助の人、近いうちに死を迎える人ま

でと様々で、対する職員は 60 名。５人の看護師と１

週間に１回診察に来る医師、数名の調理師を除くほと

んどが基本介護士で構成されている。

　高齢者施設の運営主体は各市町村であるが、市町村

からの援助に加え民間からの基金（主に宝くじ基金）

から寄付や支援をうけている。通常１週間に１度の割

合で、市が介護力のチェックを行うので、どの施設の

介護力も一定水準を維持できているが、フィンランド

でも介護士が不足している上、最近では民間団体も新

規運営に参入してきたため、ケアの水準を保つことが

難しくなってきているという。

　敷地内には、買い取りマンション型高齢者住宅、賃

貸住宅型住宅、日本の特養型住宅が混在している。こ

こでも夫婦が元気なうちはマンション型に住み、介護

度が上がるにつれケアを組み込んだり、特養型施設に

住み替えたりする。サービスは細かく細分化され、希

望、必要に応じて自分で選び、ケアを受けることがで

きる。１例を挙げると、賃貸部屋料金 500€ / 月、食

事料金 500€（3 食 / 月）、掃除料金など（30€ / 1 時

間）、合計 4000€ / 月程度。入居費用は住宅のタイプ

により異なるが、同じタイプの住宅では全員同じで、

その費用が自費か公費かの違いだけとなる。ドイツは

自己資産をすべて売り払った後にその資金に応じて施

設に入居するそうだが、フィンランドでは自己資産の

多い少ないは関係ないそうだ。

　日本では人生の最期をどこで迎えたいかという調査

の結果、54.6% の人々が自宅と回答しているが 9 )、実

際の場は医療施設 78.5%、高齢者施設 5.5%、自宅

12.5% となっている10 ) 。一方フィンランドの高齢者

は、自宅にいてヘルパーに来てもらうより、施設の方

が安心という。その理由は「子供への配慮」とフィン

ランドは国土が広いため隣家まで数キロ離れているこ

とも珍しくないため、体は元気でも人里離れた場所で
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の独り暮らしに不安を感じ、最期は施設を選択する人

が多い。その結果フィンランドの高齢者が最期を迎え

る場所は、在宅死（高齢者施設を含む）と医療施設で

おおよそ２分され、医療施設での死も、病状が許さず

やむなく搬送された場合が多いという。また在宅死の

中に高齢者施設が含まれるのは、国民にとって購入し

たまたは家賃を払っているのだから、施設は自分の家

であることから最期に住んだところがホスピスであっ

ても自分の家となる。そのため施設で死を迎えた人も

在宅死に含まれるという感覚の差が日本とは異なって

いた（図 3）。

Ⅶ．おわりに

　北欧と言えば福祉先進国の代名詞であり、医療福祉

を学ぶ学生や教育者、臨床家にとって一度は訪問して

みたい国々である。今回フィンランドの医療・福祉施

設や教育施設を訪問してみて、実際の医療施設や看護

ケアは日本と大差がないように感じられたが、看護師

教育については、看護学生の時から（他国の医師たち

が体験しにくる程）高度でリアルなシュミレーション

システムを用い、緊急時に自分達で判断し対処してい

くための訓練が行われていることがわかった。超高齢

化社会を迎えている現代では、常時医師のいない場面

（訪問看護時や高齢者施設または自然災害時）におい

て看護師が自ら自信をもって判断し、対処していく能

力が求められ、かつ期待もされている。今後日本でも

目標にしたい教育水準だと感じた。高齢者の福祉制度

については、家族の形態や住宅事情が大きく異なって

いるため、一律に比較することはできないが、施設の

ケア水準は医療施設同様、日本と大差はないように感

じた。一方フィンランドの子供に対する福祉政策（ネ

ウボラ）や高校生に対する教育力の高さは日本でもま

だまだ見習う余地があると思われる。

　今回の訪問は、フィンランドの医療・高齢者・教育

施設訪問の他に、フィンランドの対岸の国エストニア

（フェリーで片道２時間程）と隣国スウェーデンにも

足を伸ばしたため、それぞれの国の世界遺産であるタ

リン、ガラムスタンという旧市街を訪れ、ヨーロッパ

の長い歴史の一旦にふれることができた感慨深い旅と

なった。このような貴重な経験のできる機会を与えて

下さった保健看護学部関係者の皆様に深く感謝したい。
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